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 NISA(つみたて,ジュニア)と iDeCo の差異 
優遇税制は乱⽴ 
今月は最近ご相談の多い証券投資税
制について解説したいと思います。 

現在、個⼈の証券投資についての特別
な税制は上図にあるとおり、大きく分けて
NISA系と個人型確定拠出年⾦（個
人型DC=iDeCo）の 2種類がありま
す。NISA系 3 つは全て株式や投資信
託等に対する投資を⾏った際に、その配
当⾦や分配⾦、売却した場合の譲渡益
に対する課税を非課税とするものです。 

一方 iDeCo は国⺠年⾦基⾦連合会が
実施しているあくまで企業年⾦（公的年
⾦と個⼈年⾦の中間的な制度）の一つ
としての位置づけのものですから、原則
60歳まで解約引き出し不可です。従
来国⺠年⾦第 1 号被保険者(自営業
者等）に限られていましたが、2017 年
以後ほぼ全ての⼈が加入できるようにな
ったことから注目度が上がっています。掛
⾦が全額所得控除、受給時も公的年
⾦控除か退職所得控除となりますので、
かなりの優遇措置です。 

結局は証券投資 
しかしながら、従来の確定給付型と異
なり給付額は運用次第ですから当然
元本割れのリスクはあります。NISA
系も株式投資ですから同様です。さら
に iDeCo は諸々⼿数料がかかる
し、NISA系は損失が生じた場合本
来適用できるはずの損益通算が出
来ないというデメリットもあります。ジュ
ニア NISA は生前贈与の否認リスク
がないでしょうから孫が赤ちゃんのころ
から生前贈与を始めたい方には適用
メリットはあるでしょうがその生前贈与
に元本割れのリスクはあります。つまり
どれも結局は証券投資です。 

好みによりますが、少なくとも公的年⾦
では⽼後が不安だという中小企業の
経営者や自営業者はまず小規模企
業共済（201706号参照）に入
り、さらに余裕資⾦があるのなら
iDeCo を検討すればよいでしょう。株
式投資にしても上記のとおり必ず
NISA が良いとも限りません。 

今月のコメント 
先日 5 歳の息⼦がついに自転⾞に乗れる
ようになりました（5 メートルほど）。半年
ほど前からたまに時間を⾒つけて練習して
いたのですが、如何せんたまにしか練習をし
ないので大分時間が掛かったもののついに
この日を迎えました。自分が自転⾞に乗れ
るようになった瞬間（近所の公園で父と兄
と練習をしていたときでした）は明瞭に覚
えておりましたので、息⼦の⼈生の大事な
瞬間に⽴ち会えたことは誇らしい限りです。
肩を抑えながら漕いでいたとき急に言われ
た「パパ、⼿放していいよ」という言葉は忘
れられません。 
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